
- 174 -

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
係
る
指
導
管
理
等
及
び
単
位
数
の
一
部
改
正
）

第
六
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
及
び
特
別
診
療
費
に
係
る
指
導
管
理
等
及
び
単
位
数
（
平
成
十
二
年

厚
生
省
告
示
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

資料３－５

Administrator
四角形



- 175 -

（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表第二 別表第二

１ （略） １ （略）

２ 褥瘡対策指導管理 ２ 褥瘡対策指導管理（１日につき） ６単位
じょくそう じょくそう

イ 褥瘡対策指導管理 ６単位 （新設）(Ⅰ)
じょくそう

ロ 褥瘡対策指導管理 10単位 （新設）(Ⅱ)
じょくそう

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指 注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介

定短期入所療養介護事業所、介護医療院又は指定介護予防短 護事業所、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事業

期入所療養介護事業所において、常時褥瘡対策を行う場合に 所において、常時褥瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介
じょくそう じょくそう

、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス又は指定介護 護、介護医療院サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を

予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入所者（日常 受けている利用者又は入所者（日常生活の自立度が低い者に限

生活の自立度が低い者に限る。）について、１日につき所定 る。）について、所定単位数を算定する。

単位数を算定する。

２ ロについては、褥瘡対策指導管理 に係る別に厚生労働大 （新設）(Ⅰ)
じょくそう

臣が定める基準を満たす介護医療院において、入所者ごとの

褥瘡対策等に係る情報を厚生労働省に提出し、褥瘡対策の実
じょくそう じょくそう

施に当たって、当該情報その他褥瘡対策の適切かつ有効な実
じょくそう

施のために必要な情報を活用し、かつ、施設入所時に褥瘡が
じょくそう

発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生
じょくそう

のない場合に、１月につき所定単位数を算定する。

３～６ （略） ３～６ （略）

７ 薬剤管理指導 350単位 ７ 薬剤管理指導 350単位

注１ （略） 注１ （略）

２ 介護医療院において、入所者ごとの服薬情報等の情報を厚 （新設）

生労働省に提出し、処方の実施に当たって、当該情報その他

薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

た場合に、１月につき所定単位数に20単位を加算する。

３ （略） ２ （略）
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８ 医学情報提供 ８ 医学情報提供

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

注１ イについては、併設型小規模介護医療院（介護医療院の 注１ イについては、併設型小規模介護医療院（介護医療院の

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚

生労働省令第５号）第４条第７項に規定する併設型小規模 生労働省令第５号）第４条第７項に規定する併設型小規模

介護医療院をいう。以下この号において同じ。）である指 介護医療院をいう。以下この号において同じ。）である指

定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護 定短期入所療養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護

予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、 予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、

介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介 介護医療院サービス若しくは指定介護予防短期入所療養介

護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に 護を受けている利用者若しくは入所者の退所時に、診療に

基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、 基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に

当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若し 対して、当該利用者若しくは入所者の同意を得て、当該利

くは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若し 用者若しくは入所者の診療状況を示す文書を添えて当該利

くは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院（併設型小 用者若しくは入所者の紹介を行った場合又は介護医療院（

規模介護医療院を除く。）である指定短期入所療養介護事 併設型小規模介護医療院を除く。）である指定短期入所療

業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所療養介護 養介護事業所、介護医療院若しくは指定介護予防短期入所

事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス若 療養介護事業所が、指定短期入所療養介護、介護医療院サ

しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者 ービス若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けてい

若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、病院での診療 る利用者若しくは入所者の退所時に、診療に基づき、別の

の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入所者 病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用

の同意を得て、当該利用者若しくは入所者の診療状況を示 者若しくは入所者の同意を得て、当該利用者若しくは入所

す文書を添えて当該利用者若しくは入所者の紹介を行った 者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入所

場合に、所定単位数を算定する。 者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

２ （略） ２ （略）

９ 理学療法（１回につき） ９ 理学療法（１回につき）

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

注１～５ （略） 注１～５ （略）

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション （新設）

実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリ

テーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテ

ーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
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している場合は、１月につき１回を限度として所定単位数

に33単位を加算する。ただし、作業療法の注６又は言語聴

覚療法の注４の規定により加算する場合はこの限りでない

。

10 作業療法（１回につき） 123単位 10 作業療法（１回につき） 123単位

注１～５ （略） 注１～５ （略）

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実 （新設）

施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ

ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を

加算する。ただし、理学療法の注６又は言語聴覚療法の注４

の規定により加算する場合はこの限りでない。

11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位 11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位

注１～３ （略） 注１～３ （略）

４ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実 （新設）

施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ

ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を

加算する。ただし、理学療法又は作業療法の注６の規定によ

り加算する場合はこの限りでない。

12～17 （略） 12～17 （略）


